
令和５年４月１日より前から継続して使用している方

新料金
○検針日が６月
→７月請求分から
○検針日が７月
→８月請求分から

旧料金
○検針日が４月
→５月請求分
○検針日が５月
→６月請求分

検針日R5.6.1より前 検針日R5.6.1以降


